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２００９年度予算・暮らしはこう変わる！　Ⅰ
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■２００９年度予算財務省原案 （）内は前年当初予算比

一般会計総額

　　８８兆５４８０億円　（６．６％）

　　　過去最大の予算

■２００９年度予算を一般家庭に例えると・・・

夫の年収（税収）

　　４６１万円 ７５万円

９２万円
５０万円

妻のヘソクリ（その他収入）

カードローン（新規国債発行額）

　　３３３万円 ８０万円

住宅ローン返済
（国債費）

　２０２万円

田舎へ仕送り
（地方交付税）

　１６６万円

医療費など
（社会保障）

　２４８万円

教育費
（文教科学振興）

　５２万円

リフォーム
（公共事業）

　７０万円

防犯対策
（防衛）
　４８万円

その他

１００万円

８０００円 １０万円 ３０万円 ３万円８０００円 ６００円

ローン残高５８００万円

１８０万円
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２００９年度予算・暮らしはこう変わる！　Ⅱ

２

住宅ローンの減税住
宅 １０年間で、一般住宅は最大５００万円、２００年住宅は最大６００万円を控除

厚生年金の保険料率上げ年
　
金

労使折半で月給・賞与の１５．３５％→１５．７０４％に

（月収２０万円の場合、１万５３５０円→１万５７０４円に）

国民年金保険料引き上げ

上げ幅は月２５０円。（４月から）現行は１万４４１０円

雇用保険料引き下げ働
　
く

労使折半で賃金総額の１．２％→０．８％に

（月収２０万円の場合、月１２００円→８００円）

出産前の健診費用を軽減出
産 現行５回までを１４回までに。４月から順次拡大

低公害車の税免除自
動
車

ハイブリッド車や電気自動車を新車で買った場合に

自動車重量税・取得税を免除
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平成２１年度税制改正の基本的考え方

１ 住宅投資を活性化させる。

２ 自動車の買換え・購入需要を促進させる。

３ 設備投資を促進させる。

４ 中小企業対策を強化する。

５ 金融市場を活性化させる。

６

今年度からの３年間のうちに

　　　　　　　　　景気回復を最優先で実現する。

３
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法人税の軽減税率の引き下げ 法人税

現　行

年８００万円以下の所得

年８００万円超の所得

３０％

２２％

改正後

年８００万円以下の所得

年８００万円超の所得

３０％

１８％
軽減税率
適用部分

★中小法人等とは資本金の額が１億円以下の普通法人のことなどをいいます。

★資本金の額は決算日時点の金額で判定します。

★Ｈ２１．４．１－Ｈ２３．３．３１に終了する事業年度に適用されます。

４
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法人税欠損金の繰戻し還付の復活

●前年度は黒字だったが経営が悪化して今年度に赤字に陥った場合、

　前年度に納税した法人税の還付を受けることができる。

黒字
５００万円

平成２０年３月期
（平成１９年度）

赤字
５００万円

平成２１年３月期
（平成２０年度）

１１０万円
納付

相殺

平成２０年度分の申告

１１０万円
還付

３月決算法人の場合

★資本金１億円以下の中小法人に限ります。

★Ｈ２１．２．１以後に終了する各事業年度から適用されます。

５
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中小企業等基盤強化税制の適用期限（２年）延長

●設備投資を行ったときに受けられる優遇措置

１台・１基当たりの取得価額が１２０万円以上器具備品

１台・１基当たりの取得価額が２８０万円以上機械装置
金額要件

リース費用の総額の７％の税額控除リース

取得価額の３０％の特別償却ｏｒ７％の税額控除取得
特例内容

機械装置・器具備品
注）飲食店は特定の器具備品が対象

対象資産

卸売業・小売業・飲食店業・特定のサービス業
を営む中小企業者

対象法人

★全て新品取得（リース）に限ります。

法人税・所得税

６
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法人税・所得税エネルギー需給構造改革推進投資促進税制の拡充

現　行

特別償却

３０％

普通償却

改正後

普通償却

特別償却

●省エネ設備等の投資をした際の優遇措置

★対象資産は高効率電動熱源機（ヒートポンプ）や太陽光発電装置などです。 

★新品取得に限ります。

★適用期限はＨ２３．３．３１までです。

即時償却

７
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商店街活性化法に基づく税制支援の拡充 法人税・所得税

●経済産業大臣の認定を受けた商店街等に土地を売却した場合に

　譲渡所得から１，５００万円を所得控除する制度

一定の商店街等

売却

土地所有者

土地の譲渡所得から

１，５００万円を控除

●商店街活性化法（仮称）に基づく計画の認定を受けた

　事業であること。

●以下の３つのいずれかを満たしていること。

　・高度化融資を受けていること

　・建物の建設に係る補助金を受けていること

　・日本政策金融公庫からの融資を受けていること

●公共用の施設（コミュニティ施設等）を設置すること

認定要件

８
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所得税金融・証券税制　Ⅰ

１ ．上場株式の配当所得・譲渡所得の軽減税率　延長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成２３年１２月３１日まで】

　　　　　　　軽減税率１０％（所得税７％・住民税３％）を　３年間継続　（源泉徴収税率も１０％）

２ ．上場株式の「譲渡損」と「配当所得」との損益通算
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【平成２０年税制改正で決定】

ー

１０％

～Ｈ２０．１２ Ｈ２２

上場株式の「譲渡損」と「配当」の損益通算

　Ｈ２１．１～　確定申告による対応

　Ｈ２２．１～　源泉徴収口座内における損益通算を可能

１０％（源泉徴収税率も１０％）

Ｈ２１ Ｈ２３

損益通算

Ｈ２４．１～

２０％税率

①　金融商品取引所に上場されている株式等の配当等
②　公募証券投資信託（公社債投資信託を除く。）の配当等
③　特定投資法人の投資口の配当等　をいいます。　　

預金や公社債
利子や譲渡損益も
損益通算可

上場株式の配当とは

金融所得一体化を

９
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所得税金融・証券税制　Ⅱ

３ ．少額投資優遇制度の創設　　　【平成２４年１月１日から予定】

一定の要件に該当する場合において、　少額の上場株式等投資のための非課税措置を創設される予定

　　①　居住者等（満２０歳以上の者に限る）は、非課税口座を開設できるものとする。
　　

　　②　非課税口座とは、本措置の施行の日から５年内の各年において１年につき１口座を開設できる。
　　　　（ただし、１口座につき、開設した日からその年の１２月３１日までに、取得価額が１００万円までを上限とする）
　　　　
　　③　非課税口座を開設した日の属する年の１月１日から１０年内に生じる上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

　　　　に対して所得税及び住民税は非課税。　　　

●　年間投資額は、１００万円を限度とし、非課税口座は、５口座（１年間に１口座）まで開設可能

●　保有期間中（最長１０年）の配当及び譲渡益は非課税

●　途中売却は自由。ただし、売却部分の枠は再利用不可。

10

①

②

③

④

⑤

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目 １３年目 １４年目

毎年
１００万円
まで

５００万円までの
累積投資可能

保有期間 最長１０年

①

②

③

④

⑤

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目 ７年目 ８年目 ９年目 １０年目 １１年目 １２年目 １３年目 １４年目

毎年
１００万円
まで

５００万円までの
累積投資可能
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所得税金融・証券税制　Ⅲ

４ ．金融所得課税の一体化（イメージ）　

【Ｈ２１～Ｈ２３】

上場株式、株式投資の
譲渡益　＋
譲渡損　－

上場株式の配当　＋
株式投信の分配金　＋

公社債、公社債投信の
譲渡益　＋
譲渡損　－

預貯金利子　＋
公社債利子　＋

公社債投信の分配金＋

源泉分離課税（２０％） 非課税

分離課税（１０％）　＋　損益通算

【Ｈ２４．１～】

金融所得課税
の一本化

上場株式、株式投資の
譲渡益　＋
譲渡損　－

上場株式の配当　＋
株式投信の分配金　＋

公社債、公社債投信の
譲渡益　＋
譲渡損　－

預貯金利子　＋
公社債利子　＋

公社債投信の分配金＋

分離課税（２０％）　＋　損益通算
少額投資優遇制度

11


	ページ 1
	ページ 2
	ページ 3
	ページ 4
	ページ 5
	ページ 6
	ページ 7
	ページ 8
	ページ 9
	ページ 10
	ページ 11
	ページ 12

